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第 1 回 

健康と文化の森地区まちづくりガイドライン検討協議会 

 

日時：2024 年（令和６年）11 月 6 日（水） 

午後 1 時 3０分～ 

場所：藤沢市役所 本庁舎 6 階 6-1 会議室 

 

次  第 

 

１ 開会 

 

２ 健康と文化の森地区まちづくりガイドライン検討協議会の設置について/資料２、３、４ 

 

３ 議事 

 （１）健康と文化の森地区の概要とまちづくりの実現に向けた取組について/資料５ 

 （２）まちづくりガイドライン構成（案）と協議会の進め方について 

 （３）まちづくりガイドラインの内容（案）について 

 （４）その他 

     

４ 閉会 

資料６、参考資料 
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健康と文化の森地区まちづくりガイドライン検討協議会 名簿（ 敬称略 ） 

2024 年（令和 6 年）11 月 6 日 

■委員 

 氏  名 所  属 等 

市民 
三田
み た

 勉
つとむ

 遠藤まちづくり推進協議会 会長 

飯島
いいじま

 富士男
ふ じ お

 遠藤地区自治会連合会 会長 

地元権利者 
青木
あ お き

 浩一
ひろかず

 
藤沢市健康と文化の森地区土地区画整理組合 

理事長 

飯島
いいじま

 昭
あきら

 
藤沢市健康と文化の森地区土地区画整理組合 

副理事長 

学識経験者 

石川
いしかわ

 初
はじめ

 
慶應義塾大学 

環境情報学部 教授 

清水
し み ず

 たくみ 
慶應義塾大学 

総合政策学部 准教授 

中島
なかじま

 直人
な お と

 
東京大学 

大学院工学系研究科 教授 

経済団体 
竹村
たけむら

 裕幸
ひろゆき

 
藤沢商工会議所 

専務理事 

相澤
あいざわ

 光
みつ

春
はる

 
藤沢商工会議所 

常議員・会頭代理 

関係事業者 
飯盛
いさがい

 義徳
よしのり

 
慶應義塾大学 SFC 研究所所長／総合政策学部

教授 

中峯
なかみね

 秀之
ひでゆき

  
慶應義塾大学 

湘南藤沢キャンパス 事務長 

藤沢市 

宮代
みやだい

 保之
やすゆき

 
企画政策部 

企画政策課 参事 

水野
み ず の

 郷史
さ と し

 
経済部 

産業労働課 参事 

武内
たけうち

 直美
な お み

 
計画建築部 

都市計画課 課長 

中尾
な か お

 武
たけし

 
都市整備部 

西北部総合整備事務所 所長 

 

■オブザーバー 

神奈川県 産業労働局 産業部 企業誘致・国際ビジネス課 課長 

樋口
ひ ぐ ち

 泰介
たいすけ

  

神奈川県 県土整備局 都市部環境共生都市課 課長 小池
こ い け

 正幸
まさゆき

 

相鉄ホールディングス株式会社 経営戦略室 課長 鈴木
す ず き

 洋光
ひろみつ
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■事務局 

藤沢市 

株式会社フジタ（藤沢市健康と文化の森地区土地区画整理組合  業務代行者） 

■事務局補佐 

（コンサル）中央復建コンサルタンツ株式会社 

（アドバイザー）石山
いしやま

 さつき（慶應義塾大学非常勤講師） 
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健康と文化の森地区まちづくりガイドライン検討協議会設置要綱 

 

（名称） 

第１条 この組織は、健康と文化の森地区まちづくりガイドライン検討協議会（以下「検討

協議会」という。）」と称する。 

 

（目的及び設置） 

第２条 都市拠点の一つに位置づけている「健康と文化の森地区」において、まちづくりの

めざす姿の実現を目指し、権利者、民間事業者、行政等の関係者間で地区全体の将来イメ

ージを共有すると共に、地区計画による規制・誘導の指針として、まちづくりガイドライ

ンの策定を行うため、幅広い視点や立場から意見や提案をいただき検討を行うことを目

的として、検討協議会を設置する。 

 

（所掌事項） 

第３条 検討協議会は、次に掲げる事項について検討を行う。 

(1) まちづくりガイドラインに関する事項 

(2) まちの将来像に関する事項 

(3) まちづくりの誘導方針に関する事項 

(4) まちづくりの推進体制や実現手法に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、第２条の目的を達成するために必要となる検討及び専

門的な助言、指導等に関する事項 

 

（組織） 

第４条 検討協議会は、２０人以内で組織する。 

 

（構成員） 

第５条 構成員（以下（委員）という。）は、第４条の範囲内において、次の各号に掲げ

るものから市長が依頼するものとする。 

 (1) 市民 

 (2) 地元権利者 
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(3) 学識経験者 

(4) 経済団体 

(5) 関係事業者 

(6) 藤沢市 

２ 前項第６号に掲げる本市の職員は、企画政策部企画政策課長、経済部産業労働課長、

計画建築部都市計画課長及び都市整備部西北部総合整備事務所長をもって充てる。 

３ 検討協議会には会長及び副会長を置き、委員から市長の指名により定める。 

４ 会長は、議事その他の会務を総理し、検討協議会を代表する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 

（構成員の任期） 

第６条 委員の任期は、第２条の目的を達成するまでの間とする。 

 

（会議） 

第７条 検討協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 検討協議会は、会長及び半数以上の委員の出席（オンラインでの出席を含む。）をもっ

て、会議を開くことができる。 

３ 検討協議会は、会長が運営上必要と認めるとき、又は藤沢市情報公開条例（平成１３年

条例第３号）第３０条第２号及び第３号の規程事項に係る議事を行うときは、会議を非公

開とすることができる。 

 

（代理出席） 

第８条 委員が自ら出席することができないときは、第５条の学識経験者を除き、代理の者

を出席させることができる。この場合において、会長に代理の者の氏名等を報告すること

により、その代理の者の出席をもって委員の出席とみなす。 

 

（意見等の聴取） 

第９条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、本市の職員及びその他の関係人

を会議に出席させてその意見又は説明を聴くことができる。 
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（オブザーバー） 

第１０条 検討協議会にオブザーバーとして、神奈川県 産業労働局 産業部企業誘致・国

際ビジネス課長、神奈川県 県土整備局 都市部環境共生都市課長及び、相鉄ホールディ

ングス株式会社社員を置く。 

 

（秘密保持） 

第１１条 会長、委員、オブザーバー若しくは検討協議会に従事する職員又はこれらの職に

あった者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（検討協議会の事務局及び事務） 

第１２条 検討協議会の事務局は、藤沢市及び株式会社フジタ（藤沢市健康と文化の森地区

土地区画整理組合 業務代行者）が行う。 

２ 検討協議会の事務（運営、資料作成等）は、都市整備部西北部総合整備事務所が行う。 

３ 事務を補佐するため、都市整備部西北部総合整備事務所は、コンサルタント会社及びア

ドバイザーを配置することができる。 

 

（雑則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、検討協議会に諮り会長

が定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、２０２４年（令和６年）１０月４日から施行する。 

２ この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、第７条第１項の規定にかかわらず、

市長が検討協議会を招集する。 



資料4（第1回まちづくりガイドライン検討協議会） 

 

健康と文化の森地区まちづくりガイドライン検討協議会傍聴要領 

 

傍聴手続 

１ 定員は、原則として１０人以内ですが、当日の会場の広さを勘案して、決定します。 

２ 傍聴希望者数が定員を超える場合は、当日、先着順により決定します。 

 

傍聴者の遵守事項 

 傍聴者は、次の事項を遵守してください。 

１ 会長の指示に従い、静穏に傍聴してください。 

２ 会議場において発言を求めたり、委員の発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表

明したりしないでください。 

３ 張り紙、ゼッケン、たすき、旗等を使用した示威的行動をしないでください。 

４ 他の傍聴者の迷惑になるような行動をしないでください。 

５ 写真撮影、ビデオ撮影、録音等をしないでください。 

６ 会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場するようお願いいたします。 

７ その他会議の進行を妨げるような行為をしないでください。 

 

会場の秩序維持 

 傍聴者がこの要領に違反したときは、これを注意し、なお、これを改めないときは、退場して

いただきます。 
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第１回 健康と文化の森地区

まちづくりガイドライン検討協議会

第１回 健康と文化の森地区

まちづくりガイドライン検討協議会

令和6年11月6日（水曜日）
藤沢市役所 本庁舎6階 6-1会議室
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事務局:藤沢市
株式会社フジタ
（藤沢市健康と文化の森地区土地区画整理組合 業務代行者）
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健康と文化の森地区のまちづくりについて

１．健康と文化の森地区の概要

２．本地区のまちづくりの実現に向けた取組

３．今後のスケジュールについて
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健康と文化の森地区のまちづくりについて

１．健康と文化の森地区の概要

２．本地区のまちづくりの実現に向けた取組

３．今後のスケジュールについて

3

次 第次 第



健康と文化の森地区の概要健康と文化の森地区の概要

■本地区は、藤沢市の
北西部に位置し、小田
急江ノ島線及び相鉄い
ずみ野線、横浜市営地
下鉄ブルーラインが乗
り入れる「湘南台駅」
より西へ約3 kmの距離
に位置します。

■東西約900ｍ、南北
約800ｍにわたる面積
約36haの地区となりま
す。

① 地区の位置

4



健康と文化の森地区の概要健康と文化の森地区の概要

辻 堂

湘南台

藤 沢

片瀬・江の島

村岡新駅

健康と文化の森
(学術文化新産業拠点)

～藤沢市の都市構造～
６つの都市拠点と道路・鉄軌道を中心とするはしご型の

交通軸により構成

＜都市構造図＞ 出典：藤沢都市計画マスタープラン

「健康と文化の森」【学術文化新産業拠点】
 ＳＦＣの持つ情報・環境・医療分野等の技術集積や学
術・研究機能を核に、産学公連携によるビジネス育成
や国際交流拠点の形成を目指す

 田園空間に囲まれた環境での質の高い拠点空間の形成

遠藤地区のまちづくり基本方針(土地利用)
 「文化の森」における教育・学術・研究機能の充実
 身近な生活を支える都市サービス機能集積による地区
中心拠点の形成:キャンパス支援施設や研究所等の立
地促進、地域生活を支える都市サービス機能の集積

藤沢市都市マスタープラン

◆環境共生のまちづくり
環境調和、豊かな自然

◆健康・医療のまちづくり
健康増進、未病、予防医療

◆活力創造・文化・交流のまちづくり
多様な人々との交流、コミュニティ育成

◆農を活かしたまちづくり
身近に農業を感じる

みらいを創造するキャンパスタウン
（新しいライフスタイルを生み出し、持続的に発展しつづけるまち）

健康と文化の森地区まちづくり基本計画

② 上位計画による位置づけ
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健康と文化の森地区の概要健康と文化の森地区の概要

6

藤沢市市政運営の総合指針2024
 藤沢市のめざす都市像や基本目標を掲げたもので、その実現に向けてまちづく
りテーマと重点施策を定めている

〇 健康と文化の森整備事業は都市の機能と活力を高める重点事業として位置付け

藤沢市都市マスタープラン
 上記「市政運営の総合指針」と整合を図りつつ都市づくりの将来ビジョンを具

体化し、都市計画に関する基本的な方針を定めている
〇 健康と文化の森地区は、学術文化新産業拠点として都市拠点の一つに

位置付け

健康と文化の森地区 まちづくり基本計画
♦上記「都市マスタープラン」を踏まえて、本地区のまちづくりの方向性や

取組の方針、整備イメージを示すもの
〇 まちづくりのめざす姿として、みらいを創造するキャンパスタウン

に掲げている
〇 「環境共生」「健康・医療」「農を活かす」「活力創造・文化・交流」

の４つのテーマ別まちづくりの取組方針や土地利用・都市施設等
について提示

よ
り
具
体
的
に
位
置
付
け

② 上位計画による位置づけ
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③ まちづくりの構想
■藤沢市都市マスタープラン（平成30年３月部分改定）

遠藤地区将来構想図

「健康と文化の森」の機能強化と活性化
促進に向けた方針

 学術研究、インキュベーション、健康医療
研究、交流機能等の機能誘導・充実

 大学施設等と一体となった計画的な質の高
い拠点空間の形成・誘導

本地区を、
健康と文化の森【学術文化新産業拠点】

として都市拠点の１つに位置づけ

遠藤地区のまちづくり基本方針(土地利用)
 「文化の森」における教育・学術・研究機能
の充実

 身近な生活を支える都市サービス機能集積
による地区中心拠点の形成



健康と文化の森地区の概要健康と文化の森地区の概要
③ まちづくりの構想
■まちづくりのめざす姿（まちづくり基本計画）

『みらいを創造するキャンパスタウン』
新しいライフスタイルを生みだし、持続的に発展しつづけるまち

土地利用配置図

※上図は基本計画策定時点（平成28年3月）の内容であり、新駅の位置等、
現在の計画とは異なる箇所があります。 8



健康と文化の森地区の概要健康と文化の森地区の概要
③ まちづくりの構想

9

■健康と文化の森地区 まちづくり基本計画（平成28年３月策定）

駅周辺の商業・業務系土地利用
 商業・業務系機能を駅周辺や高倉遠藤線と辻
堂駅遠藤線の交差点付近に集約し、連続する
にぎわい空間を創出する

住居系土地利用
 ゆとりある住環境を享受できるように住居系

機能を配置する

産業（研究開発）系・大学関連施設系土地利用
 慶應義塾大学周辺には、将来的な大学の機
能拡充や大学と連携した研究開発系施設の
誘致を図り、研究開発系・大学関連施設系
の機能を配置する

本地区の土地利用の考え方まちづくりのめざす姿

土地利用配置図



健康と文化の森地区の概要健康と文化の森地区の概要
③ まちづくりの構想
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■テーマ別まちづくりの取組方針（まちづくり基本計画）

環境共生のまちづくり
・駅前の大型構造物については、ビュー
ポイントからの富士山の眺望の保全や
圧迫感を与えないよう配慮する

・再生可能エネルギーの活用を促進し、
災害時にも生活や事業が継続できる
まちを目指す

・住居、生活利便施設、活動拠点、駅、
運動施設等を歩いて移動できる配置、
設計を行う

・ロボットの支援によるリハビリや移動
補助など医療等先端技術をまちなかで
実証する

健康・医療のまちづくり

農を活かしたまちづくり
・マルシェや地産地消レストランなどの
地産地消の拠点となる場を駅周辺など
人々が集まる場に誘導する

・ICTを活用した農業技術の一般化や農
産物の品質管理等の新しい技術の実証
の場として農地の活用を検討する

・医療、健康に関連する先端技術の適用
のため、まちなかの空間を使い実装し
て試せる場所や施設等を確保する

・大学関係者、企業、学生、住民等が、
情報交換等を行う交流サロンスペース
を駅周辺に確保する

活力創造・文化・交流のまちづくり



健康と文化の森地区の概要健康と文化の森地区の概要
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○健康と文化の森地区周辺地域 ：新市街地ゾーン
〇ＳＦＣ周辺区域 ：市街化区域（平成28年11月に市街化区域に編入）

④ 第7回線引き見直し（健康と文化の森地区）

※線引きは、おおむね10年後の将来人口予測のもと、無秩序な市街化を防止するため、
都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分するもので、都市計画の根幹をなす
ものです。



健康と文化の森地区の概要健康と文化の森地区の概要

〇整備手法:
土地区画整理事業（組合施行）

〇事業施行期間:
2024～2034年度

〇総事業費:
約273億円
（内市助成金 約126億円）

■事業概要

⑤ 土地区画整理事業について 出典：業務代行予定者（株式
会社フジタ）企画提案書

〇目的:
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスと

連携した学術研究機能等の複合的な土
地利用を図るため、土地区画整理事業
による公共施設の整備・改善とともに、
既存住宅地等への環境に配慮した良好
な市街地の形成を目指している。

12



健康と文化の森地区の概要健康と文化の森地区の概要

～いずみ野線延伸の想定～※検討会 (神奈川県、藤沢市、慶應義塾大学、相模鉄道(株))
将来的には、湘南台駅から寒川町倉見のツインシティまでの延伸
をめざしつつ、第一期区間として、慶應義塾大学湘南藤沢キャン
パス（SFC）周辺までの延伸をめざすこととし、A駅とB駅の２
つの新駅設置を想定

図：平成24年いずみ野線延伸の実現に向けた検討会とりまとめ資料より

＜答申内容＞
■地域の成⾧に応じた鉄道ネットワークの充実
に資するプロジェクト
<24> いずみ野線の延伸（湘南台～倉見）
【意義】
・神奈川県央部と横浜市中心部や都心部とのア
クセス利便性の向上を期待。
【課題】
・事業性に課題があるため、関係地方公共団体
等において、事業性の確保に必要な需要の創出
に繋がる新たなまちづくりや広域交通の拠点整
備の取組等を進めた上で、関係鉄道事業者等と
ともに事業計画について十分な検討が行われる
ことを期待。

■交通政策審議会答申
（平成28年4月）

⑥ いずみ野線延伸計画について

13
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 区画道路

 歩行者専用道路 

公園・調整池

小出川

駅前広場・調整池

 都市計画道路

A3 S=1:3,000
1000 200m

公園

宅地基盤の
完成

いずみ野線延伸事業

20342024

土地区画整理事業

新駅開業

交通基盤の
完成

健康と文化の森地区のまちの姿
第１期

健康と文化の森地区まちの姿
第２期

20XX

駅がない状態での
第１期まちづくり

健康と文化の森地区 まちづくり

健康と文化の森地区の概要健康と文化の森地区の概要
⑦ 段階的なまちづくりについて
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健康と文化の森地区のまちづくりについて

１．健康と文化の森地区の概要

２．本地区のまちづくりの実現に向けた取組

３．今後のスケジュールについて



本地区のまちづくりの実現に向けた取組本地区のまちづくりの実現に向けた取組
■現状と取組方針

健康と文化の森地区では、令和6年3月に市街化区域への編入及び土地区画整理組合の設立
認可がされ都市基盤整備が進められている。土地区画整理事業については、概ね１０年間
で換地処分を予定しているが、いずみ野延伸計画は現時点で事業着手の時期が見通せてお
らず、鉄道の効果を期待することは困難な状況。

【方針①】ＳＦＣ隣接地である優位性の訴求。

【方針②】住環境の向上による地域のブランド化。

【方針③】ビジネス育成に向けた機能誘導。

16

魅力的なまちづくりに向けた取組方針



本地区のまちづくりの実現に向けた取組本地区のまちづくりの実現に向けた取組
■取組方針の具体化に向けて

【方針①】ＳＦＣ隣接地である優位性の訴求。
【方針②】住環境の向上による地域のブランド化。
【方針③】ビジネス育成に向けた機能誘導。

17

•慶應義塾大学ＳＦＣの持つ機能を生かすため、導入機能や導入空間を効
果的に活用する手法と、企業と連携した大学の研究やスタートアップの
活動等をまちづくりに生かす仕組みについて具体的な活動を示す「産学
公連携実行プラン」としてとりまとめを行う。

【方針①、③に対する取組】（産学公連携）

•都市計画変更（地区計画等）に向け、土地区画整理組合の業務代行者と
土地利用計画の検討を行い、企業誘致の方針整理等を行うとともに導入
機能と周辺施設（遠藤笹窪谷公園、少年の森、農家レストラン、周辺農
地等）との連携による、エリアの価値向上に寄与する取組について、
ハード整備及びソフト施策の整理を行い「まちづくりガイドライン」と
してとりまとめを行う。

【方針②に対する取組】（地域のブランド化）
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■まちづくりガイドライン・産学公連携実行プランとは・・・
今後想定される都市計画手続き等の規範となるもので、権利者、民間事業者、

行政等の関係者間で地区全体の将来イメージを共有するための指針として位置
づけるもので、行政計画として定める。

まちづくり基本構想

まちづくりの
ビジョンやテーマ
・目標像
・ライフスタイル 補強、

拡充して
取り込み

事業計画の前提となる条
件等
・目標水準
・土地利用や施設等の詳
細な計画

まちづくりガイドライン
産学公連携実行プラン

まちづくり基本計画

まちづくりの
ビジョンやテーマ

まちづくりの方向性、方
針、イメージ
・テーマ別まちづくり
・土地利用や都市施設

具体化
詳細化

本地区のまちづくりの実現に向けた取組本地区のまちづくりの実現に向けた取組



まちづくりガイドライン検討協議会
都市拠点の一つに位置づけている健康と文化の森地区において、まちづくりのめざす姿の実現を目指し、権利者、民
間事業者、行政等の関係者間で地区全体の将来イメージを共有すると共に、地区計画による規制・誘導の指針として、
まちづくりガイドラインの策定を行うため、幅広い視点や立場から意見や提案をいただき検討を行う。
■ まちづくりガイドラインに関する事項
■ まちの将来像に関する事項
■ まちづくりの指針に関する事項
■ まちづくりの推進体制や実現手法に関する事項

産学公連携協議会
都市拠点の一つに位置づけている健康と文化の森地区において、慶応義塾大学ＳＦＣの持つ情報・環境・医療分野等
の技術集積や学術研究機能を核にまちづくりを進めるため、大学の学生や教職員、研究者、産業界、市民、行政など
まちづくりを担うさまざまな主体が連携し地区の強みを活かす活動や取組について、幅広い視点や立場から意見や提
案をいただき、産学公連携実行プラン策定に向けた検討を行う。
■ 産学公連携実行プランに関する事項
■ 産学公連携のあり方に関する事項
■ 産学公連携の活動拠点とまちづくりに関する事項
■ 産学公連携の実現に向けた取組に関する事項
■ 目的を達成するために必要となる検討及び専門的な助言、指導等に関する事項

本地区のまちづくりの実現に向けた取組本地区のまちづくりの実現に向けた取組
■協議会について
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本地区のまちづくりの実現に向けた取組本地区のまちづくりの実現に向けた取組

所属、団体等

市民
遠藤まちづくり推進協議会 三田 勉 会長

遠藤地区自治会連合会 飯島 富士男 会長

地元権利者 藤沢市健康と文化の森地区土地区画整理組合 青木 浩一 理事長、飯島 昭 副理事長

学識経験者

慶應義塾大学 環境情報学部 石川 初 教授

慶應義塾大学 総合政策学部 清水 たくみ 准教授

東京大学 大学院工学系研究科 中島 直人 教授

経済団体 藤沢商工会議所 竹村 裕幸 専務理事、相澤 光春 常議員・会頭代理

関係事業者
慶應義塾大学SFC研究所／総合政策学部教授 飯盛 義徳 所長

慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス 中峯 秀之 事務長

藤沢市

藤沢市 企画政策部 企画政策課 宮代 保之 参事

藤沢市 経済部 産業労働課 水野 郷史 参事

藤沢市 計画建築部 都市計画課 武内 直美 課長

藤沢市 都市整備部 西北部総合整備事務所 中尾 武 所長

オブザーバー

神奈川県 産業労働局 産業部 企業誘致・国際ビジネス課 樋口 泰介 課長

神奈川県 県土整備局 都市部環境共生都市課 小池 正幸 課長

相鉄ホールディングス株式会社 経営戦略室 鈴木 洋光 課長

事務局

藤沢市

株式会社フジタ（藤沢市健康と文化の森地区土地区画整理組合 業務代行者）

（コンサル）中央復建コンサルタンツ株式会社

（アドバイザー）石山 さつき（慶應義塾大学非常勤講師）

健康と文化の森地区まちづくりガイドライン検討協議会 構成員
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本地区のまちづくりの実現に向けた取組本地区のまちづくりの実現に向けた取組

所属、団体等

学識経験者・有識者

慶應義塾大学 総合政策学部 清水 たくみ 准教授

株式会社カヤック 柳澤 大輔 代表取締役CEO

Fujisawa SSTマネジメント株式会社 松田 賢治 代表取締役社長

フューチャーベンチャーキャピタル
投資本部 東日本投資部 石坂 颯都 次長インベストメントオフィサー

関係事業者

慶應義塾大学SFC研究所／総合政策学部教授
飯盛 義徳 所長

慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス 中峯 秀之 事務長

一般財団法人SFCフォーラム 廣川 克也 業務統括・事務局長

オブザーバー 藤沢市健康と文化の森地区土地区画整理組合 飯島 昭 副理事長、小林 誠 理事

事務局

藤沢市 西北部総合整備事務所、企画政策課、産業労働課

株式会社フジタ（藤沢市健康と文化の森地区土地区画整理組合 業務代行者）

（コンサル）中央復建コンサルタンツ株式会社

（アドバイザー）石山 さつき（慶應義塾大学非常勤講師）

健康と文化の森地区産学公連携協議会 構成員
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健康と文化の森地区のまちづくりについて

１．健康と文化の森地区の概要

２．本地区のまちづくりの実現に向けた取組

３．今後のスケジュールについて



今後のスケジュールについて今後のスケジュールについて
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■ 今後のスケジュール（案）

R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

１　都市計画

２　区画整理

３　まちづくりガイドライン

４　産学公連携実行プラン

各種設計

都市計画決定

組合設立認可
組合解散

用途

地区計画
都市計画変更

市事業

関係者事業

工事

産学公連携実行

プラン

まちづくりｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ




